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以下に、主な内容をご紹介します。 
 

 

【報告（1）国立国会図書館の書誌データの作成・提供―平成 18 年度の主な動き】 

 

                      中井万知子（書誌部書誌調整課長） 

 

 NDLの書誌データ作成・提供は順調に推移し、NDL-OPACの収録件数は約 1,535万件（平成
18年 10月末現在）、『日本全国書誌』の収録件数は、平成 17年 1年間で 15万 8千件（1号平均
3,172件）である。また、JAPAN/MARCについては、平成 18年 4月から 2006フォーマットで
の提供を開始し、音楽録音・映像資料を収録範囲に加えた。 
遡及入力については、3 か年の計画「遡及計画 2002」を平成 17 年度末に終了した。これを 
継承するものとして、平成 17年 12月には「平成 18年度以降のデータ遡及計画について」（通称
「遡及計画 2005」）をとりまとめ、今年度から実施している。その中には雑誌記事索引科学技術
編の遡及入力の継続を含む。（詳細は本誌 No.124 （2006.8.31）「書誌データ遡及入力の現況― 
「遡及計画 2002」の終了について―」を参照。） 
 トピックとしては、まず「国立国会図書館件名標目表（以下「NDLSH」）」の改訂作業の終 
了がある。「をも見よ」参照（相互参照）による件名の関係付け、シソーラスの階層関係の導入、

「を見よ」参照の数を増やす等の改訂作業を平成 16年 1月から開始し、平成 18年 9月に終了し
た。NDLSH の付与作業についても、新しい主題への件名標目の新設を積極的に行う等、改善に
努めている。 
 また、NDLSHは NDLホームページ上に PDFファイルで公開してきたが、平成 18年 9月か
ら TSV（Tab Separated Value）形式のテキストファイルの提供を実験的に開始した。調査研究
目的の利用に限定し、申請を受けてテキストデータファイルを送付しているが、研究内容として

XML 化、語彙の構造等の調査、検索システムへの組み込みの検討等が挙げられており、その成
果を今後の NDLSHの提供方式等の検討につなげていきたいと考えている。 
もう１つの動きとして、メタデータ基準の検討がある。NDLは電子図書館事業への対応として、

ダブリンコアを採用した「国立国会図書館メタデータ記述要素」を平成 13 年 3 月に公開した。
その後、平成 16年度に「電子図書館中期計画 2004」が策定され、現在は次期電子図書館システ
ムの構築に伴うメタデータの検討を行っている。今年度は、特に「NDLデジタルアーカイブポー
タル（プロトタイプシステム）」の本格開発と連携し、平成 13年のメタデータ記述要素の改訂作
業を行ってきた。現在、「国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述要素（以下「DC-NDL」）」
の案を作成中であり、今年度中に確定する予定である。 
 『日本全国書誌』については、冊子体を刊行するとともに平成 14 年 4 月からホームページ版 
＜http://www.ndl.go.jp/jp/publication/jnbwl/jnb_top.html＞をインターネットで公開しているが、
冊子体の刊行は平成 19 年 6 月末で終了する予定である。今後周知をしていくことになるが、ご
理解をお願いしたい。 
 国内外の全般的な状況として、書誌データ、特に図書館目録について、Webの検索エンジンと
の対比からその問題点が指摘される等、その提供のあり方、表現の方法が問われている。しかし、

書誌データ自体は、構造化されコントロールされたデータとして意義は大きい。図書館において

各種情報とサービスを結びつけるために書誌データは不可欠であり、図書館サービスやシステム

に対する書誌データからの積極的なアプローチが必要である。 
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【報告（2）NDL デジタルアーカイブポータルにおけるメタデータ】 

 

                    中山正樹（総務部企画課課長補佐（電子情報企画室）） 

 

 NDLデジタルアーカイブポータル＜http://www.dap.ndl.go.jp/home/＞（以下「ポータル」）は、
デジタル情報として有用なコンテンツやサービスを案内するポータルサイトで、平成 17年度か
らプロトタイプを一般公開している。 

 現在、NDLのコンテンツに加えて、他機関のサイト情報、学術情報、電子化コンテンツ等 15
種類のデジタルアーカイブを統合検索の対象とし、約 580万件のコンテンツが検索可能となって
いる。検索機能としては、キーワード検索、連想検索、NDCによる検索等がある。また、新着・
更新コンテンツの RSS配信やキーワードランキング等も提供している。 
 ポータルのコンテンツを統合的に検索するためには、各機関で共通のメタデータ記述要素・通

信プロトコルの実装が必要である。メタデータの共通仕様の１つであるダブリンコアについては、

各機関のメタデータ交換の際にある程度統制ができるように、ダブリンコアに基づく DC-NDL 
を拡張して、ndldapという記述要素を定義している。このほか、データプロバイダの実装可能性
に応じて、NDL側から最大限のメタデータ項目を含む仕様を提示する、逆に相手機関の仕様を可
能な限りポータルで受け入れる等、柔軟な対応をとる方向である。 

 今後の取組みとしては、冊子体の書誌データとデジタルコンテンツを関係付けること、デジタ

ルコンテンツと冊子体の目録検索だけではなくレファレンス事例等のナレッジ情報も検索できる

ようにすること、メタデータの交換のほかWebサービス自体の連携を図ること等が検討課題であ
る。 

 

 

【報告（3）NACSIS-CAT 最近の動向】 

 

相原雪乃（国立情報学研究所開発・事業部コンテンツ課課長補佐） 

 

 NACSIS-CAT における重複書誌の増加、担当者の目録スキルの低下等、現在課題となってい
る事項に関して「書誌ユーティリティ課題検討プロジェクト」が設置され、2005年 10月に最終
報告がまとまった。また、人文社会科学分野の図書、多言語（中国語、韓国・朝鮮語、アラビア

語）資料を中心に遡及入力事業を進めている。さらに、次世代 NACSIS-CATの検討を開始した。 
 

 

【報告（4）IFLA 第 72 回年次大会（ソウル）目録・書誌情報関係会議について】 

 

                              原井直子（書誌部国内図書課長） 
 

2006年 8月 20日から 24日まで韓国のソウルで開催された IFLA大会の 6つの公開セッショ
ンに参加し、UNIMARC セッションにおいて日本語の文字種を JAPAN/MARC の UNIMARC 
フォーマット版でどのように扱ったかを報告した。欧米では図書館目録に対する危機感が高まっ

ている様子を感じた。全体としては、アジアからの報告も多く、初めてアジア各国の目録専門家

が結集した点に意義を感じた。（詳細は『国立国会図書館月報』No.549（2006.12）を参照。） 
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【報告（5）第 4 回国際目録規則に関する IFLA 専門家会議（IME ICC 4）】 

 

                            永田治樹（JLA目録委員会委員長） 

 

 IME ICC 4のねらいは、図書館目録における書誌レコードや典拠レコードに関する標準化を推
進するために新たな国際目録原則覚書（以下「ICP」）を作成することである。今回はアラビア語
圏を除くアジアの人々があつまり、それぞれの国・地域の状況を紹介するとともに上記の課題を

検討した。 
 日本のカントリーレポートとして、日本目録規則（以下「NCR」）1965 年版以降の展開と、
NCR と ICP の類似点と相違点について報告した。また、5 つのテーマに分かれたワーキング 
グループにおいては、ICP とそれに伴う用語集案の検討が行われた。アジアからの提案として、
用語集の「controlled access point」の明確化や統一タイトルの原則を変更しないこと、GMD（一
般資料表示）の継続検討等、最終的に 8つまとめ、次の会議のための投票にかけられることとな
った。 
 これまで世界的には AACR（英米目録規則）の原則とドイツの原則があり、いわば拮抗してい
たが、ドイツでも AACRが使われるようになってきたため、CJK（中国、日本、韓国）の目録規
則の独自性が際立つようになっている。今後は、CJKとして国際的に意見表明していく必要があ
る。 
 

宮澤彰（国立情報学研究所教授） 

 
 ICP は FRBR（書誌レコードの機能要件）を元にパリ原則を完全に再構成するものになると 
期待していたが、そうはなっていない。今回の IME ICC 4の議論においても、目録をめぐって
言及される「危機感」とは別に動いている面がある。 
 

 

【コメント】 

 

上田修一（慶應義塾大学教授） 

 

 書誌コントロールに関係したこの一年のトピックを振り返る。 
 まず目録データの公開として、OCLCのWorldCatの無料公開があった。報告書としては、公
共図書館については「これからの図書館の在り方検討協力者会議」報告書が、大学図書館に関し

ては「学術情報基盤の今後の在り方について（報告）」が出されている。 
 公共図書館の現状について、地域公共ネットワークの利用状況を見ると、図書館の蔵書検索・

予約サービスの利用が最も多い。Web での予約サービスによって目録へのアクセス数や資料の 
貸出数が増大し、公共図書館は地域の情報化において先進的な分野となっているが、このことは

あまり理解されていないといえる。しかしその一方で、業務の省力化のために導入したはずの 
民間MARCの購入費用までもが緊縮財政の自治体で問題になっている。 
 大学図書館に目を転じると、NACSIS-CAT の目録データの品質低下に関して改善策が提案さ
れたが、その中では資格認定制度が、動機付けという点から有望ではないだろうか。 
 国外の情勢では、目録の現状と将来に関する米国議会図書館の委託調査の結果であるカルホー
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ン報告＜http://www.loc.gov/catdir/calhoun-report-final.pdf＞（2007-2-20現在）は、目録衰退、
件名不要論を展開し論議を醸している。しかし、よく読むと典拠管理の必要性を指摘する等、 
目録作成の意義そのものに疑問が呈されているような内容ではない。 
 また昨今、現在の OPACは時代遅れとして、Web2.0を意識した OPACの改善提案がなされた
りしている。しかし、連想検索機能を持つWebcat Plusよりも従前のWebcatのほうが使われて
いるとのアンケート結果（「Webcat および Webcat Plus のサービスに関するアンケート集計結
果」＜http://webcatplus.nii.ac.jp/enquote_result.html＞（2007-2-20現在））に見るように、OPAC
を改善したり、新しい機能を加える方向はさほど支持されていないと言える。 

Google は Web を平面的にとらえているが、目録においては各種資料（単行書・逐次刊行物・
雑誌記事）や書誌と所蔵について、構造を無視して取り扱うことは難しい。今のところよい対応

策が見つかっていない。 
 
 
【意見交換】 
 
報告、コメントの後、出席者による意見交換が活発に行われました。ここでは、主に話題と 

なったいくつかの項目について、出席者の発言の概略をまとめて掲載します。 
 
1 NDL 報告に対する質疑応答 

 
質問：ポータルのアクセス元はどのようなところが多いか。 
回答：Googleや Yahoo!からのアクセスと NDLトップページからのアクセスがほぼ同数。 
質問：ポータルでは NDCによる検索は何桁までできるのか。また 15種類のコンテンツのうちど

のコンテンツに付与されているのか。 
回答：NDC は 3 桁を一覧で提示し、その中に属するデータをキーワード検索で絞り込めるよう

にしている。NDC で検索できるコンテンツは、Dnavi、近代デジタルライブラリー、一橋 
ディジタルアーカイヴス等、NDC があるメタデータをハーベストしているデータベースの
み。主題ツールを改善しても、書誌データ自体に付与されていないと検索上で効果が薄い。

自動付与等の次のステップが必要と考えている。 
 
質問：NDLSHの改訂について、例示的件名は検索に役立つと思うが、なぜ削除したのか。  
回答：件名標目表の収録基準を見直した。時代区分や地理区分を付与する件名の制限を緩めたの

で、細目付の件名標目数自体は増えている。 
意見：実際に統計を採ってみると、OPACではキーワード検索の利用が最も多く、件名の利用は

少ないので、件名の精度を高めても限界がある。 
 
 
2 大学図書館から 
 
・ 早稲田大学図書館では、早稲田大学学術情報検索システム（WINE）を拡充し、古典籍総合
データベースの画像情報を直接探せるようになっている。また DSpace では学内の各種研究
活動として、アイヌ語の録音資料等、多様なものを蓄積している。アジアの資料については、
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中国語、朝鮮語とも OCLCを使用し、OCLCにないものは、オリジナルで作成している。OPAC
では、当該言語とローマ字化したものの両方を表示している。 

・ 「書誌ユーティリティ課題検討プロジェクト」を受けた NII の研修改善ワーキンググループ
では、①eラーニング手法の導入②資格認定制度の導入③目録再教育のための教材の開発④地
域ごとでの研修活動といった検討を進めている。個々の大学では目録教育が困難となってい

るため、eラーニングや複数の大学で連携する講習会が必要と考えている。また、目録のスキ
ルアップを図るには、古典籍の目録作成が効果的であると考える。 

・ 検索エンジンとWeb情報資源が主流となりつつあるが、大学の学習・研究では目録と図書館
資料が不可欠である。その事実を伝える情報リテラシー教育は、今や大学図書館の重要な活

動となっている。学習・研究では、検索エンジンではなく図書館目録が有用であることを、

図書館界として再認識するべきである。 
・ いかに大学図書館を利用してもらうかが重要な課題。ゼミ単位で同じ主題に興味を持ってい

る学生を集めたり、商用データベース・検索エンジンと目録の違いを説明する等、リテラシ

ー教育をしている。 
・ 慶應義塾大学では、次世代にどのようなサービスをしたいかという観点で OPACの改修を検
討しているが、例えば、現在は別のデータベースとなっている中国・朝鮮語資料や古い年代

の資料等を OPACで検索できるようにしたい。また、NDC300番台と法科大学院所蔵の和資
料については、LCSH（米国議会図書館件名標目表）を付与している。 
 
 

3 公共図書館から 
 
・ 目録のスキルを持った団塊世代の職員が退職する「2007年問題」を控え、スキル継続に苦慮
している。 

・ 情報学を専攻している学生の実習を受け入れているが、目録・分類について時間をかけて学

習していないことが多い。また、職場体験として受け入れている中・高生に目録の成り立ち

を説明しながら必要な資料の探し方を説明し、文献を手にするまでを実体験してもらい、コ

ントロールされている目録の有用性を理解してもらっている。 
・ 年々人員が削減されていく中、目録作成にかける時間を縮小せざるを得なくなり、和図書に

ついては、民間MARCのデータを全面的に利用し、手を加えない方法に変更した。購入した
MARC にないものは、資料を MARC 作成機関に送ってデータを作成してもらう。オリジナ
ル入力は一部の外国語資料のみに対して行っている。 

・ 独自の図書館システムを作る予算はないので、図書館パッケージにより目録の品質が左右さ

れる。パッケージメーカーには、意識を強く持って欲しい。例えばこの会議に出席してもら

うのも１つの方法だ。 
 
 
4 民間 MARC 作成機関から 
 
・ 件名典拠ファイルの再構築作業を行った際、事前結合か事後結合かを検討した。これからは

主題検索の時代と考え、キーワードやシソーラスも扱うべきではないかと議論している。図

書館に対して、人名典拠ファイル等も提供しているが、図書館によってはシステム上の問題
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で使いこなせていないことがあるので、図書館システムのパッケージメーカーへ対応を要求

していきたい。 
・ 公共図書館でデータ作成をした経験では、地方の公共図書館では郷土資料として、チラシや

パンフレット、抜き刷り等をかなり集めているが、どこまでデータを作るべきなのか悩まし

い。 
・ ISBNの 13桁化が大きな話題となっている。今のところ実際の資料の中ではわずかしか存在
していないが、こうした点への対応１つとってみてもパッケージメーカーとの連携は重要で

ある。 
・ 本日の会議の報告にあったさまざまな動向を踏まえ、より確実な書誌情報の提供を目指して

いきたい。 
 
 
最後に、主催者の NDLから、第 5回（平成 16年度に「件名標目の現状と将来」をテーマとし

て開催）の当会議でとりあげた NDLSHの改訂が終了したことを今回報告でき、会議での議論を
成果に結びつけることができたと謝辞を述べました。さらに、情報環境の著しい変化や財政逼迫

という厳しい状況の中で、目録情報のあり方、その機能が問われていることに対して、業務の 

改善等の方策を模索し活性化するような新たな可能性を見出していきたいと締めくくり、会議を

終了しました。 

 

（書誌調整課） 
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団体名標目の選択・形式基準（2007 年版） 

 
 
１ 団体名標目付与方針 

 
１－１ 対象範囲 

 この基準は、『日本目録規則 1987年版改訂 3版』（以下「NCR87R3」）の「第 23章 著者標目」
および「第 24 章 件名標目」のうち団体名標目について、国立国会図書館の定める適用細則を敷
衍するものである。 
 標目付与の対象となる資料は、当館の資料のうち次に示す適用細則を適用するものである。 
和図書（加除式資料含む）、国内刊行洋図書、和古書、地図資料、非図書資料、電子資料、逐

次刊行物 
 なお、この基準の適用対象となる団体名は、2007年以降に初出の団体名、または 2007年以降に
標目訂正を行う団体名とする。 
 
１－２ 標目の根拠 

 標目の選択は、この基準を根拠に行う。 
 標目の形式は、目録対象資料、参考資料、インターネット上の情報、当該団体や出版者への問い

合わせ等を根拠に採用する。必要に応じて、当館で定める書誌データ作成ツールを参照する。 
 以下の説明において使用する表現の意味は、次のとおりである。 
  ・「目録対象資料等」は、目録対象資料、参考資料、インターネット上の情報、当該団体や出

版者への問い合わせ等を表す。 
 
１－３ 標目訂正の基準 

 標目訂正は、単純な誤りのほか、次の場合に行う。 
 
 ① 正式名称が判明した場合 
 
 ② 団体名に含まれる個人名・団体名の読みが、他の個人名・団体名標目から判明した場合 
 
 ③ 正式な読みが判明した場合 
   ただし、国の機関、地方公共団体およびそれに準じる組織（その下位の組織を含む）は、当

館が定める「統一読みカナ表記実例集」を優先する。 
   また、ローマ字、アラビア数字、特定の記号、拡張ラテン文字、キリル文字およびギリシア

文字は、3-2「名称と読み」②に拠る。 
 
 ④ 同名異団体の識別のため、付記事項の記録や訂正が必要になった場合（3-3「同名異団体」、

3-4「付記事項」参照） 
 
 ⑤ 付記事項に所在地として記録している地方公共団体名、国名、州・都市名等に変更があった

場合（3-4「付記事項」参照） 
 
２ 団体名標目の選択基準 

 - 8 -



全国書誌通信                                      126号（2007.3） 

２－１ 著者標目とする団体名 

 著者標目には、著作当時の団体名を採用する。 
 原則として、著作の内容について責任を有すると判断した団体名、および著作の成立に主体的に

関与した出版者である団体名を著者標目に選択する。 
 次に挙げる中で①～⑦については、一つの責任表示に対して 3番目までに含まれる団体名を著者
標目とする。ただし、逐次刊行物については、責任表示の団体名のすべてを著者標目とする。 
 
 ① 本タイトルの責任表示 
 
 ② 目録対象資料に総合タイトルの表示がなく、個々の著作のタイトルが列記されている場合の、

個々の著作の責任表示 
 
 ③ 特定の版または付加的版にのみ関係する責任表示 
 
 ④ シリーズに関係する責任表示 
 
 ⑤ 各巻に関係する責任表示 
 
 ⑥ 形態的に 2冊以上からなる場合の各冊の責任表示 
 
 ⑦ 和古書の内容細目の責任表示 
 
 ⑧ 責任表示に関する注記に記録した団体名（逐次刊行物および加除式資料に限る） 
 
 ⑨ 出版者として記録した団体のうち著作の成立に主体的に関与した団体名 
 
 ⑩ 出版・頒布等に関する注記に記録した団体のうち著作の成立に主体的に関与した団体名 
 
２－２ 著者標目としない団体名 

 ① 2-1「著者標目とする団体名」①～⑦のうち、一つの責任表示に記録されている 4 番目以降
の団体名。ただし、逐次刊行物については、責任表示の団体名のすべてを著者標目とする。 

 
 ② 責任表示中の特定の資料を刊行するための編集・編さん・刊行委員会等。ただし、必要に応

じてこれらを設けた団体名を著者標目とすることができる。また、逐次刊行物においては、こ

れらを設けた団体が存在しない場合、編集・編さん・刊行委員会名等を著者標目とすることが

できる。（4-24「新聞・雑誌・叢書の編集部等」④参照） 
 
 ③ 責任表示中の講演会・シンポジウム・セミナー・講座・大会・会議・展覧会等の特定の会、

およびその特定の会を開催するために組織された実行委員会等の団体。ただし、必要に応じて

これらを設けた団体名を著者標目とすることができる。また、逐次刊行物においては、これら

を設けた団体が存在しない場合、特定の会およびその特定の会を開催するために組織された実

行委員会等の団体名を著者標目とすることができる。（4-23「会議名」参照） 
 
 ④ その他、責任表示中の臨時的、暫定的な団体。ただし、必要に応じてこれらを設けた団体名
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を著者標目とすることができる。 
 
 ⑤ 内容細目の責任表示。ただし、和古書を除く。 
 
 ⑥ 記述中の団体名のうち、著作の内容について責任を有すると判断した団体、および出版者と

して著作の成立に主体的に関与した団体以外の団体名 
 
２－３ 件名標目とする団体名 

 件名標目には、原則として目録対象資料の主題となっている団体名を選択する。その採用は、概

ね 3までとする。 
 目録対象資料中において主題となっている団体名に変更がある場合は、最新の団体名を採用する。 
 
２－４ 団体名の変更 

 団体名に変更があった場合は、それぞれの団体名を標目とする。 
 
３ 団体名標目の形式基準 

  以下の例示に使用する記号の意味は、次のとおりである。 
   ・「△」は、スペースを表す。 
   ・Ａ ⇒ Ｂ 
     Ａが目録対象資料に表示された形等であり、Ｂはその標目形であることを表す。 
   ・Ａ ← Ｂ 
     Ａが標目形であり、ＢがＡの「を見よ」参照形であることを表す。 
   ・Ａ ⇒ Ｂ 
      ← Ｃ 
      ← Ｄ 
     Ｂが標目形であり、ＣとＤがＢの「を見よ」参照形であることを表す。 
   ・Ａ ⇔ Ｂ 
     ＡとＢは、それぞれ標目形であり、「をも見よ」参照の関係であることを表す。 
   ・「付記事項：」は、標目の付記事項を表す。 
   ・「読み：」は、標目形および参照形の読みを表す。 
   ・〔 〕は、例示における説明・解説を表す。 
     例示中の読み、「を見よ」参照形、「をも見よ」参照形は、説明に必要なものだけを挙げる。 
 
３－１ 文字の取り扱い 

 使用する文字セットは、2002年 4月から「JIS X 0208:1990」を採用している。ただし、そのう
ち実際に使用するのは「JIS C 6226-1978」（以下「JIS78」）の範囲内の文字とする。 
 
 ① 漢字は、原則として所定の情報源に使用されている字体で記録する。楷書以外の書体は、楷

書体に改める。江戸期以前の団体名は、旧字を新字にする等、字体の統一を行う。 
 
 ② かなはそのまま記録する。変体がなは平がなに改める。 
 
 ③ 欧文形の団体名の大文字の使用法は、当該言語の慣行に従う。 
 

 - 10 -



全国書誌通信                                      126号（2007.3） 

 ④ 団体名に含まれるキリル文字・ギリシア文字は、そのままを用いる。ただし、キリル文字・

ギリシア文字の単語のみで構成される団体名は、ローマ字に翻字する。翻字法は「ALA-LC 
Romanization Tables」に拠る。 

    【例】αプロダクツ 
 
 ⑤ 中国簡化文字（簡体字）は、日本で使用される漢字に置き換える。中国簡化文字の置き換え

は、「中国簡化文字表」（『大漢和辞典』修訂第 2 版（大修館書店 1989-1990）附録）、『中日
辞典』第 2版（小学館 2003）に拠る。 

 
 ⑥ ハングルは、日本で使用される漢字に置き換える。漢字が容易に判明しない場合は、その発

音の片かなに置き換える。 
 
 ⑦ 日本語形の団体名に含まれる記号は、原則として省略する。 
    【例】慶応「三田俳句」会 ⇒ 慶応三田俳句会 
    【例】セブン‐イレブン・ジャパン ⇒ セブンイレブンジャパン 
   ただし、記号に意味がある場合は、省略しない。 
    【例】@ニフティパソコン GPSフォーラム 
    【例】モーニング娘。 
 
 ⑧ 欧文形の団体名に含まれる記号は、原則として省略しない。 
    【例】Cm‐Line 
 
 ⑨ 再現不能の文字（JIS78の範囲外の文字＊）は、次のように記録する。 
 
  ａ．漢字は、意味上・字形上から JIS78内の漢字に置き換えても名称自体を損なうことがない

場合、JIS78内の漢字に置き換える。置き換えができない場合は、JIS外字コードを別途設
定し、それを文字の替わりに使用する（データに埋め込む）。 

 
  ｂ．区別的発音符が付いたローマ字（以下「拡張ラテン文字」）は、JIS 外字コードを別途設

定し、それを文字の替わりに使用する（データに埋め込む）。 
 
  ｃ．省略すると意味を損なう記号は、JIS78内の他の記号に置き換える。 
 
  ｄ．ローマ数字は、原則としてアラビア数字に置き換える。 
 
   ＊ JIS78の範囲外の文字については、JAPAN/MARCの標目形および参照形に JIS外字コ

ードを埋め込んでいる。また NDL-OPAC等、当館提供のオンライン検索目録における標
目形および参照形は、次のとおり表示する。 

     ・漢字：基本的に「〓」で表示する。 
     ・拡張ラテン文字：区別的発音符を取り除いたローマ字、あるいは「〓」で表示する。 
 
３－２ 名称と読み 

 標目は、名称、読みおよび付記事項から構成される。 
 標目には、原則としてその団体の正式名称を、統一標目として採用する。（4「各種の団体」参照） 
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 ただし、外国の団体は、わが国慣用の日本語形の団体名を統一標目として採用する。わが国慣用

の日本語形の団体名が判明しない場合は、目録対象資料に表示されている日本語形の団体名を採用

する。日本語形の団体名が目録対象資料に表示されていない場合は、目録対象資料に表示されてい

る日本語形以外の団体名を採用する。 
 
 ① 名称 
   名称は、目録対象資料等から正式名称と判断した団体名を採用する。 
   必要に応じて採用しなかった名称を「を見よ」参照とする。（3-5「「を見よ」参照」参照） 
   著者標目には、原則として 4「各種の団体」に定める団体以外は、団体の下位の組織を採用
しない。件名標目には、目録対象資料の主題に応じて採用する。4「各種の団体」で定める基
準よりも下位の組織までを組織の階層に従い省略せずに採用することができる。 

 
  ａ．団体名の冒頭にあって、その団体の法人組織、創立の趣旨等を表示する部分は、省略する。 
    【例】社団法人日本図書館協会 ⇒ 日本図書館協会 
    【例】阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター ⇒ 人と防災未来センター 
 
  ｂ．外国の団体名のうち、欧文形の団体名は、末尾にピリオドを付す。 
    【例】American△Society△for△Microbiology 
       ⇒ American△Society△for△Microbiology. 
 
  ｃ．欧文形の団体名は、冒頭にある欧文形の冠詞を省略して標目とする。 
    【例】The△Cobb△Group ⇒ Cobb△Group.  
 
  ｄ．日本語を含む団体名は、冒頭にある欧文形の冠詞を省略しないで標目とする。 
    【例】The△Wait△グループ 
 
 ② 読み 
   読みは、原則として常識的な読みを採用する。ただし、「他の個人名・団体名標目で確立し

ている読み」「当館で定める「統一読みカナ表記実例集」の読み」「目録対象資料等から判明し

た正式な読み」を含む場合は、それらを優先させ、以下の順で採用する。 
   必要に応じて採用しなかった読みを「を見よ」参照とする。（3-5「「を見よ」参照」参照） 
 
  ａ．国の機関、地方公共団体およびそれに準じる組織（その下位の組織を含む） 
   ａ-1.他の個人名・団体名標目で確立している読み 
   ａ-2.当館で定める「統一読みカナ表記実例集」の読み 
   ａ-3.目録対象資料等から判明した正式な読み 
 
  ｂ．「a．」以外の団体 
   ｂ-1.他の個人名・団体名標目で確立している読み 
   ｂ-2.目録対象資料等から判明した正式な読み 
   ｂ-3.当館で定める「統一読みカナ表記実例集」の読み 
 
   読みは、片かな、ローマ字、アラビア数字および（ ）’＋－＆％＝．，の 10種類の記号（以
下「特定の記号」）で記録する。 
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   当館で定める「読みの分かち書き基準」に従い分かち書きを行う。 
   ローマ字、アラビア数字および特定の記号の読みは、ローマ字、アラビア数字および特定の

記号をそのまま記録する。 
    【例】Team△Tips 
       読み：Team△Tips 
    【例】なんでも 100%研究会 
       読み：ナンデモ△100%△ケンキュウカイ 
   拡張ラテン文字は、区別的発音符を取り除いたローマ字を、読みとして記録する。キリル文

字の読みは、キリル文字をローマ字に翻字して記録する。翻字法は「ALA-LC Romanization 
Tables」に拠る。文字単位のギリシア文字の読みは、「アクセス・ポイントのかな表記要領」
に従い、片かなで記録する。 

    【例】αプロダクツ 
       読み：アルファ△プロダクツ 
    
   ローマ字、アラビア数字、特定の記号、拡張ラテン文字、キリル文字およびギリシア文字の

読みは、「目録対象資料等から判明した正式な読み」に優先して記録する。「目録対象資料等か

ら判明した正式な読み」は、第二の読みとして記録する。 

    【例】net
ネット

. 2 1
ニジュウイチ

 ⇒ net.21 

       読み：net.21 
       読み：ネット△ニジュウイチ 
   特定の記号以外の記号の読みが目録対象資料等から判明する場合は、その読みを採用する。 
    【例】@ニフティパソコン GPSフォーラム 
       読み：アット△ニフティ△パソコン△GPS△フォーラム 
 
３－３ 同名異団体 

 名称およびその読みがともに同一である別団体を、同名異団体とする。名称が同じでも読みが異

なる場合は、同名異団体とはみなさない。 
 同名異団体は、付記事項の有無または違いにより識別する。（3-4「付記事項」参照） 
 なお、次の①～⑥は別字として記録するが、同名異団体の判断には同字として扱う。 
 
 ① 新字体・旧字体の関係にある文字 
    【例】 芸－藝  会－會  庁－廳 
 
 ② JIS78と JIS X 0208-1983（JIS83）で第一水準と第二水準が入れ替わり、コード番号も入
れ替わった文字 

    【例】 鰺－鯵  鶯－鴬  檜－桧 
 
 ③ 同一団体でも表示が統一されないことがある文字 
    【例】 己－已－巳  島－嶋－嶌  斎－斉 
 
 ④ 旧字体と字形が酷似しているために混同する可能性のある文字 
    【例】 写－冩（写の旧字は寫）  繊－纎（繊の旧字は纖） 
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 ⑤ 異体字のうち、1997年以前に当館において字体を統一していた文字 
    【例】 館－舘  辺－邉  淵－渕 
 
  ①～⑤に該当しない異体字は、原則として同名異団体の判断には別字として扱う。 
 
 ⑥ ローマ字等の大文字・小文字 
 
３－４ 付記事項 

 付記事項は、原則として創立年を採用する。創立年は西暦年に「年」を付加して記録する。 
    【例】生涯学習研究会 ⇒ 生涯学習研究会 
                 付記事項：1997年 
 創立年が判明しない場合、または創立年が同じ場合は、所在地を採用する。 
 所在地が日本の場合は、地方公共団体名を記録する。所在地が外国の場合は、国名、州・都市名

等を記録する。 
 
 ① 市は、市名を記録する。 
 
 ② 同名の市および町・村は、都道府県名を冠した市名、町名、村名を記録する。同名の町・村

が同じ都道府県内に存在する場合は、都道府県名と郡名を冠して記録する。 
 
 ③ 東京都の特別区は、東京都を冠した区名を記録する。 
 
 ④ ①～③が判明しない場合は、都道府県名を記録する。 
 
 ⑤ 国名は、NCR87R3の「付録 3 国名標目表」から選択して記録する。 
 
 ⑥ 外国の州・都市名等は、わが国慣用の日本語形を記録する。 
 
３－５ 「を見よ」参照 

 次に挙げるものを、必要に応じて「を見よ」参照とする。 
 
 ① 同一団体の別呼称 
    【例】シップアンドオーシャン財団 ← 海洋政策研究財団 
 
 ② 同一団体の別言語形 
    【例】国立国会図書館 ← National△Diet△Library 
 
 ③ 上位の組織または冠称がついた形 
    【例】工業技術院 ← 通商産業省工業技術院 
    【例】神宮美術館 ← 式年遷宮記念神宮美術館 
    【例】母子愛育会 ← 恩賜財団母子愛育会 
 
 ④ 下位の組織を伴う形 
    【例】国立国会図書館書誌部 ← 国立国会図書館書誌部書誌調整課 
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    【例】あらかわ学会 ← あらかわ学会写真委員会 
   なお、件名標目は、下位の組織を含めた形も標目とするため、著者標目の「を見よ」参照形

と件名標目が一致する場合もある。 
    【例】日本社会党 ← 日本社会党上田総支部 〔著者標目〕 
       日本社会党上田総支部 〔件名標目〕 
 
 ⑤ 標目として採用した名称以外の目録対象資料中または記述中の団体名 
    【例】INFASパブリケーションズ ← インファスパブリケーションズ 
                              〔文字種の違い〕 
    【例】兵庫県自治体職員等海外研修団 ← 兵庫県自治体職員海外研修団 
                       〔1～2文字程度の違い〕 
    【例】AKスタッフ ← A＆Kスタッフ 〔省略しても意味を損なわない記号〕 
    【例】スタンダード＆プアーズ社 ← スタンダードアンドプアーズ社 
    【例】Cobb△Group. ← The△Cobb△Group 
    【例】柏書房株式会社 ← 柏書房 
    【例】日本図書館協会 ← 国の図書館政策に関する緊急対策会議 
 
 ⑥ 利用者が容易に思いつく名称・略称 
    【例】アメリカ図書館協会 ← ALA 
                 ← 米国図書館協会 
    【例】西日本旅客鉄道株式会社 ← JR西日本 
 
 ⑦ 標目として採用した読み以外の読み（3-2「名称と読み」②参照） 
    【例】金大中アジア太平洋平和財団  
       読み：キム△デジュン△アジア△タイヘイヨウ△ヘイワ△ザイダン 
         〔他の個人名・団体名標目で確立している読み〕 
       ← 金大中アジア太平洋平和財団 
         読み：キン△ダイチュウ△アジア△タイヘイヨウ△ヘイワ△ザイダン 
           〔「個人名標目の選択・形式基準」3-5「「を見よ」参照」⑧に拠る〕 
    【例】不動産競売実務研究会 
       読み：フドウサン△ケイバイ△ジツム△ケンキュウカイ 
         〔当館で定める「統一読みカナ表記実例集」の読み〕 
       ← 不動産競売実務研究会 
         読み：フドウサン△キョウバイ△ジツム△ケンキュウカイ 
             〔「タイトル・著者名・件名の読みの付与基準（1998年以降）」に拠る〕 
    【例】日本拳法会 
       読み：ニッポン△ケンポウカイ 
         〔目録対象資料等から判明した正式な読み〕 
       ← 日本拳法会 
         読み：ニホン△ケンポウカイ 
           〔当館で定める「統一読みカナ表記実例集」の読み〕 
    【例】雲母書房 
       読み：キララ△ショボウ 〔目録対象資料等から判明した正式な読み〕 
       ← 雲母書房 
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         読み：ウンモ△ショボウ 〔常識的な読み〕 
 
 ⑧ 日本語形の件名標目に含まれる欧文形外国人名・外国地名（ただし、広範な地域名、国家名

は除く）の原綴形は、「を見よ」参照の読みに含めて記録する。 
    【例】ニューヨーク近代美術館 
       読み：ニューヨーク△キンダイ△ビジュツカン 
       ← ニューヨーク近代美術館 
         読み：New△York△キンダイ△ビジュツカン 
   原綴形がキリル文字・ギリシア文字の読みは、ローマ字に翻字して記録し、拡張ラテン文字

の読みは、区別的発音符を取り除いたローマ字を記録する。 
    【例】モスクワ大学 
       読み：モスクワ△ダイガク 
       ← モスクワ大学 
         読み：Moskva△ダイガク 
 
３－６ 「をも見よ」参照 

 ① 団体名に変更があり、組織の同一性を保持している場合は、それぞれの団体名を標目とし、

変更前および変更後の団体名標目を「をも見よ」参照とする。 
    【例】国立公害研究所 ⇔ 国立環境研究所 
    【例】日本障害者雇用促進協会 ⇔ 身体障害者雇用促進協会 
   目録対象資料が存在しないため、変更前または変更後の団体名標目を「をも見よ」参照先と

して作成できない場合は、「を見よ」参照とする。 
    【例】愛知県スキー連盟 ← 愛知スキー協会 
                 〔愛知スキー協会の標目が存在しない〕 
   変更前または変更後の団体名標目が作成された場合は、「を見よ」参照から「をも見よ」参

照に改める。 
 
 ② 分離・合併や機構改革等によって団体の性格・種類が変わる場合は、同一性を保持しない組

織変更と判断し、「をも見よ」参照としない。 
 
４ 各種の団体 

 各種の団体について、採用する正式名称の基準を以下のとおり定める。 
 著者標目においては、ここで定める場合のみ下位の組織を採用する。 
 件名標目においては、目録対象資料の主題に応じた団体名を採用する。ここで定める基準よりも

下位の組織までを階層に従い省略せずに採用することができる。 
 以下の説明において使用する表現の意味は、次のとおりである。 
  ・「○○を冠した」は、「○○」を名称の冒頭に付加することを表す。 
  ・「○○を名称の一部として付記する」は、「○○」を丸がっこに入れ名称の末尾に付加するこ

とを表す。 
 なお、○○にあたる団体名の形式は、特にことわりがない限り、4「各種の団体」において定め
る形式に従う。 
 
４－１ 国の行政機関 

 ① 国の行政機関は、その団体名を標目とする。 
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    【例】財務省 
    【例】会計検査院 
    【例】林野庁 
 
 ② 国の行政機関の本省の内部部局は、局名を標目とする。 
    【例】財務省主計局調査課 ⇒ 財務省主計局 
   内部部局の部課名で表記され、局名を省略している場合も、局名を標目とする。 
    【例】外務省国際社会協力部 ⇒ 外務省総合外交政策局 
 
 ③ 国の行政機関の外局の内部部局は、部名（局が置かれる場合は局名）を標目とする。 
    【例】金融庁検査局 
   内部部局の課名で表記され、部名を省略している場合も、部名を標目とする。 
    【例】文化庁国語課 ⇒ 文化庁文化部 
 
 ④ 国の行政機関の大臣官房は、省庁名を標目とする。 
    【例】厚生労働大臣官房 ⇒ 厚生労働省 
 
 ⑤ 国の行政機関が主管する特定問題に関する研究班は、主管する省庁名を標目とする。 
    【例】文部科学省がん研究に係わる特定領域研究 C総合がん総括班 
       ⇒ 文部科学省 

【例】厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業慢性頭痛の診療ガイドライン

に関する研究班 ⇒ 厚生労働省 
 
 ⑥ 廃止された行政機関は、現行の行政機関に準じて標目とする。 
    【例】陸軍省軍務局軍務課 ⇒ 陸軍省軍務局 
    【例】行政管理庁行政管理局統計企画課 ⇒ 行政管理庁行政管理局 
 
４－２ 国の行政機関の付属機関 

 ① 国の行政機関の付属機関は、付属機関名を標目とする。 
    【例】国土交通省国土地理院 ⇒ 国土地理院 
   ただし、その団体名が識別上他の団体とまぎらわしい場合は、所轄行政機関名を冠した付属

機関名を標目とする。 
    【例】内閣府経済社会総合研究所 
 
 ② 国の行政機関の付属機関の内部部局は、付属機関名を標目とする。 
    【例】国立がんセンター胃癌グループ ⇒ 国立がんセンター 
    【例】中央防災会議事務局 ⇒ 中央防災会議 
 
 ③ 国の行政機関の付属機関の下部組織は、付属機関名を標目とする。 
    【例】国土地理院沖縄支所 ⇒ 国土地理院 
 
４－３ 国の行政機関の出先機関 

 ① 国の行政機関の出先機関（地方支分部局等）は、出先機関名を標目とする。 
    【例】国土交通省九州地方整備局 ⇒ 九州地方整備局 
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    【例】東京税関 
   ただし、その団体名が識別上他の団体とまぎらわしい場合は、所轄行政機関名を冠した出先

機関名を標目とする。 
 
 ② 国の行政機関の出先機関の内部部局は、出先機関名を標目とする。 
    【例】函館税関調査保全部 ⇒ 函館税関 
 
 ③ 国の行政機関の出先機関の下部組織は、出先機関名を標目とする。 
    【例】関東農政局茨城統計情報センター ⇒ 関東農政局 
 
４－４ 在外公館（外国政府の在外公館は、4-17「外国の政府機関等」⑥を参照） 
 ① 大使館、総領事館は、それぞれ「大使館」、「総領事館」に「日本」を冠し、「大使館」には

駐在国名を、「総領事館」等には駐在地名を名称の一部として付記する。駐在国名、駐在地名

には「在」を冠する。 
   駐在国名は、NCR87R3の「付録 3 国名標目表」から選択して記録する。駐在地名は、わ

が国慣用の日本語形を記録する。 
    【例】日本大使館（在アメリカ合衆国） 
    【例】日本総領事館（在サンパウロ） 
  
② 政府代表部は、その団体名を標目とする。 
    【例】欧州共同体日本政府代表部 
 
４－５ 国の立法機関 

 ① 国の立法機関は、その団体名を標目とする。 
    【例】衆議院 
    【例】参議院 
    【例】国立国会図書館 
 
 ② 衆議院および参議院の本会議、委員会、調査会等は、衆議院、参議院をそれぞれ標目とする。 
    【例】第 120回国会衆議院 ⇒ 衆議院 
    【例】衆議院予算委員会 ⇒ 衆議院 
    【例】参議院国際問題に関する調査会 ⇒ 参議院 
 
 ③ 衆議院および参議院の内部部局は、衆議院、参議院をそれぞれ標目とする。 
    【例】衆議院法制局 ⇒ 衆議院 
   ただし、憲政資料館は、その団体名を標目とする。 
 
 ④ 国立国会図書館の内部部局は、部局名およびそれに準じる内部部局名を標目とする。 
    【例】国立国会図書館調査及び立法考査局 
    【例】国立国会図書館関西館 
    【例】国立国会図書館国際子ども図書館 
 
 ⑤ 行政機関および司法機関の各部門に置かれた国立国会図書館支部図書館は、冒頭の「国立国

会図書館支部」を省略した図書館名を標目とする。 
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    【例】国立国会図書館支部農林水産省図書館 ⇒ 農林水産省図書館 
 
 ⑥ 裁判官訴追委員会、裁判官弾劾裁判所は、その団体名を標目とする。 
    【例】裁判官訴追委員会 
 
 ⑦ 廃止された立法機関は、現行の立法機関に準じて標目とする。 
    【例】帝国議会貴族院事務局 ⇒ 貴族院 
 
４－６ 国の司法機関 

 ① 国の司法機関は、その団体名を標目とする。 
    【例】最高裁判所 
    【例】東京地方裁判所 
    【例】司法研修所 
 
 ② 国の司法機関の内部部局は、国の司法機関名を標目とする。 
    【例】最高裁判所事務総局 ⇒ 最高裁判所 
 
 ③ 廃止された司法機関は、現行の司法機関に準じて標目とする。 
    【例】大審院 
 
４－７ 政府関係機関 

 ① 政府関係機関は、その団体名を標目とする。 
    【例】国立環境研究所 
 
 ② 政府関係機関の内部部局は、政府関係機関名を標目とする。 
    【例】日本貿易振興機構展示事業部 ⇒ 日本貿易振興機構 
 
 ③ 政府関係機関の付属機関は、政府関係機関名を標目とする。 
    【例】雇用能力開発機構愛媛センター ⇒ 雇用能力開発機構 
   ただし、政府関係機関の付属機関のうち、研究施設・病院は、政府関係機関名を冠した付属

機関名を標目とする。 
    【例】アジア経済研究所 ⇒ 日本貿易振興機構アジア経済研究所 
   また、教育機関は、原則として付属機関名を標目とする。 
    【例】雇用促進事業団職業訓練大学校 ⇒ 職業訓練大学校 
 
 ④ 政府関係機関が事業の一部として実施する調査団、派遣団等は、実施団体名を標目とする。 
    【例】インド国防災地域研修プロジェクト ⇒ 国際協力機構  
 
４－８ 地方公共団体 

 ① 都道府県および市は、その団体名を標目とする。 
    【例】大阪府 
   名称および読みが同一の市は、都道府県名を名称の一部として付記する。 
    【例】東京都府中市 ⇒ 府中市（東京都） 
    【例】広島県府中市 ⇒ 府中市（広島県） 
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 ② 町・村は、その団体名に、都道府県名を名称の一部として付記する。 
    【例】土佐山田町 ⇒ 土佐山田町（高知県） 
    【例】木島平村 ⇒ 木島平村（長野県） 
   名称および読みが同一の町・村が同じ都道府県内に存在する場合は、都道府県名と郡名を名

称の一部として付記する。 
    【例】東村 ⇒ 東村（群馬県吾妻郡） 
    【例】東村 ⇒ 東村（群馬県勢多郡） 
 
 ③ 東京都の特別区は、東京都を冠した特別区名を標目とする。 
    【例】千代田区 ⇒ 東京都千代田区 
 
 ④ 政令指定都市の行政区は、地方公共団体名を標目とする。 
    【例】横浜市港南区 ⇒ 横浜市 
 
 ⑤ 東京都の内部部局は、国の行政機関に準じて標目とする。 
    【例】東京都主税局税制部税制課 ⇒ 東京都主税局 
   内部部局の部課名で表記され、局名を省略している場合も、局名を標目とする。 
    【例】東京都公園緑地部 ⇒ 東京都建設局 
   また、局に相当する室は、室名を標目とする。 
    【例】東京都出納長室会計企画課 ⇒ 東京都出納長室 
 
 ⑥ 東京都以外の地方公共団体の内部部局は、地方公共団体名を標目とする。 
    【例】富山県土木部 ⇒ 富山県 
    【例】広島市企画総務局企画調整課 ⇒ 広島市 
 
 ⑦ 廃止された地方公共団体は、現行の地方公共団体に準じて標目とする。 
 
４－９ 地方公共団体の各種機関 

 ① 地方議会は、地方公共団体名を冠した議会名を標目とする。 
    【例】横浜市会 
    【例】東京都港区議会 
   同名の市および町・村の議会は、都道府県名を名称の一部として付記する。 
    【例】香川県土庄町議会 ⇒ 土庄町議会（香川県） 
   名称および読みが同一の町・村が同じ都道府県内に存在する場合は、都道府県名と郡名を名

称の一部として付記する。 
    【例】東村議会（群馬県勢多郡） 
 
 ② 各種委員会は、地方公共団体名を冠した委員会名を標目とする。 
    【例】茨城県労働委員会 
   同名の市および町・村の各種委員会は、都道府県名を名称の一部として付記する。 
    【例】府中市教育委員会（広島県） 
    【例】百石町選挙管理委員会（青森県） 
   名称および読みが同一の町・村が同じ都道府県内に存在する場合は、都道府県名と郡名を名

称の一部として付記する。 
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   各種委員会の内部部局は委員会名を標目とする。 
    【例】京都府教育庁 ⇒ 京都府教育委員会 
 
 ③ 警察本部、消防本部（または消防局）等は、地方公共団体名を冠した組織名を標目とする。 
    【例】沖縄県警察本部 
    【例】京都市消防局 
   同名の市および町・村の消防本部（または消防局）等は、都道府県名を名称の一部として付

記する。 
    【例】朝日町消防本部（富山県） 
   名称および読みが同一の町・村が同じ都道府県内に存在する場合は、都道府県名と郡名を名

称の一部として付記する。 
   複数の地方公共団体からなる消防組織（広域連合または一部事務組合）は、その組織名を標

目とする。 
    【例】島原地域広域市町村組合消防本部 
 
 ④ 地方公共団体の付属機関および出先機関は、原則として地方公共団体名を含む冠称を冠した

機関名を標目とする。 
    【例】上川支庁 ⇒ 北海道上川支庁 
    【例】会津保健所 ⇒ 福島県会津保健所 
    【例】かながわ女性センター ⇒ 神奈川県立かながわ女性センター 
 
 ⑤ 地方公共団体の付属機関および出先機関の下部組織は、地方公共団体の付属機関および出先

機関名を標目とする。 
    【例】青森県八戸県土整備事務所八戸港管理所 
       ⇒ 青森県八戸県土整備事務所 
   地方公共団体の出先機関のうち産業関連の総合センターの下部組織については、総合センタ

ーの直下の研究施設名を標目とする。 
    【例】兵庫県立農林水産技術総合センター畜産技術センター 
    【例】和歌山県農林水産総合技術センター果樹試験場かきもも研究所 
       ⇒ 和歌山県農林水産総合技術センター果樹試験場 
 
 ⑥ 地方公共団体の設置による病院は、地方公共団体名を含む冠称を冠した病院名を標目とする。 
    【例】岩手県立中央病院 
    【例】市立秋田総合病院 ⇒ 秋田市立秋田総合病院 
   複数の地方公共団体が設置する病院（広域連合または一部事務組合立の病院）は、その団体

名を標目とする。 
    【例】陶生病院 ⇒ 公立陶生病院 
    【例】諏訪中央病院 ⇒ 組合立諏訪中央病院  
 
 ⑦ 地方公共団体の各種機関の内部部局は、各種機関名を標目とする。 
    【例】東京都議会事務局 ⇒ 東京都議会 
    【例】沖縄県警察本部警務部警務課 ⇒ 沖縄県警察本部 
 
４－１０ 大学 
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 ① 大学および大学院は、その団体名を標目とする。 
    【例】早稲田大学 
    【例】カリタス女子短期大学 
    【例】京都大学大学院 
 
 ② 大学の学部、学科は、学部名を標目とする。 
    【例】東京大学工学部土木工学科 ⇒ 東京大学工学部 
    【例】東海大学短期大学部 
   内部の学科名で表記され、学部名を省略している場合も、学部名を標目とする。 
    【例】都留文科大学比較文化学科 ⇒ 都留文科大学文学部 
 
 ③ 大学院の研究科およびそれに準じる組織は、その団体名を標目とする。 
    【例】横浜市立大学大学院総合理学研究科 
    【例】九州大学大学院比較社会文化学府 
   研究科名等で表記され、大学院を省略している場合も、大学院を含めた研究科名等を標目と

する。 
    【例】京都大学文学研究科 ⇒ 京都大学大学院文学研究科 
 
 ④ 専門職大学院は、研究科名およびそれに準じる組織名を標目とする。 
    【例】明治大学法科大学院 ⇒ 明治大学大学院法務研究科 
    【例】小樽商科大学ビジネススクール ⇒ 小樽商科大学大学院商学研究科 
    【例】東京大学公共政策大学院 ⇒ 東京大学大学院公共政策学教育部 
                   ⇒ 東京大学大学院公共政策学連携研究部 
                  〔1つの専門職大学院が 2つの組織を示す呼称である場合〕 
 
 ⑤ 大学の学部・学科付属の研究会や教科としてのゼミナール等は、学部名を標目とする。 
    【例】明治学院大学法学部立法研究会 ⇒ 明治学院大学法学部 
    【例】東京大学教養学部立花隆ゼミ ⇒ 東京大学教養学部 
 
 ⑥ 大学院付属の研究会や教科としてのゼミナール等は、大学院の研究科名およびそれに準じる

組織名を標目とする。 
    【例】東京大学大学院新領域創成科学研究科石弘之環境ゼミ 
       ⇒ 東京大学大学院新領域創成科学研究科 
                                
４－１１ 大学の付属施設 

 ① 大学に付属または付置する図書館、博物館、研究施設、病院等は、その団体名を標目とする。 
    【例】早稲田大学會津八一記念博物館 
    【例】立教大学原子力研究所 
    【例】京都府立医科大学附属病院 
 
 ② 大学の学部、大学院の研究科に付属または付置する図書館、博物館、研究施設、病院等は、

その団体名を標目とする。 
    【例】東京大学大学院工学系研究科附属原子力工学研究施設 
    【例】高知大学教育学部附属教育実践センター 
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    【例】比治山大学比治山女子短期大学図書館 
 
 ③ 大学に付属または付置する小・中・高等学校等は、大学名を冠した学校名を標目とする。 
    【例】日本女子大学附属豊明小学校 
    【例】筑波大学附属盲学校 
   大学の学部に付属または付置する小・中・高等学校等は、学部名を冠した学校名を標目とす

る。 
    【例】山口大学教育学部附属光中学校 
    【例】近畿大学豊岡短期大学部附属幼稚園 
 
   大学に付属または付置する小・中・高等学校等の生徒、学生、学年、クラス等は、授業の一

環とみなした場合、学校名を標目とする。 
 
４－１２ 大学共同利用機関 

 ① 大学共同利用機関は、その団体名を標目とする。 
    【例】人間文化研究機構 
    【例】高エネルギー加速器研究機構 
 
 ② 大学共同利用機関の研究施設は、研究施設名を標目とする。 
    【例】情報システム研究機構国立情報学研究所 ⇒ 国立情報学研究所 
 
４－１３ 高等専門学校 

 ① 高等専門学校は、その団体名を標目とする。 
    【例】阿南工業高等専門学校 
   高等専門学校の生徒、学生、学年、クラス等は、授業の一環とみなした場合、高等専門学校

名を標目とする。 
 
 ② 高等専門学校に付属または付置する図書館は、その団体名を標目とする。 
    【例】福井工業高等専門学校図書館 
 
 ③ 高等専門学校に付属または付置する研究施設等は、高等専門学校名を標目とする。 
    【例】津山工業高等専門学校総合技術情報センター ⇒ 津山工業高等専門学校 
 
４－１４ 地方公共団体の学校・図書館・博物館・美術館等 

 ① 地方公共団体が設置する小・中・高等学校等は、固有の名称からの学校名を標目とする。固

有の名称に先立つ設置地方公共団体名を含む冠称は、名称の一部として付記する。 
    【例】東京都立葛西南高等学校 ⇒ 葛西南高等学校（東京都立） 
    【例】愛媛県立今治東中等教育学校 ⇒ 今治東中等教育学校（愛媛県立） 
    【例】田辺市立田辺第一小学校 ⇒ 田辺第一小学校（田辺市立） 
    【例】中野区立中野本郷小学校 ⇒ 中野本郷小学校（東京都中野区立） 
   同名の市または町・村の小・中・高等学校等は、付記する地方公共団体名に都道府県名を冠

する。 
    【例】高畠町立高畠小学校 ⇒ 高畠小学校（山形県高畠町立） 
   名称および読みが同一の町・村が同じ都道府県内に存在する小・中・高等学校等は、付記す
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る地方公共団体名に都道府県名と郡名を冠する。 
 
   序数詞、方位詞で始まる学校名については、原則として、設置地方公共団体名を含む冠称を

冠した学校名を標目とする。 
    【例】宮城県第二女子高等学校 
    【例】東京都調布市立第七中学校 ⇒ 調布市立第七中学校 
    【例】都立西高等学校 ⇒ 東京都立西高等学校 
    【例】荒川区立第九中学校 ⇒ 東京都荒川区立第九中学校 
   同名の市および町・村の小・中・高等学校等は、市町村名を含む冠称を冠した学校名に、都

道府県名を名称の一部として付記する。 
    【例】群馬県群馬町立中央中学校 ⇒ 群馬町立中央中学校（群馬県） 
                     〔群馬県群馬町立中央中学校としない〕 
   名称および読みが同一の町・村が同じ都道府県内に存在する小・中・高等学校等は、町・村

名を含む冠称を冠した学校名に、都道府県名と郡名を名称の一部として付記する。 
 
   地方公共団体が設置する小・中・高等学校等の生徒、学生、学年、クラス等は、授業の一環

とみなした場合、学校名を標目とする。 
 
 ② 地方公共団体が設置する図書館、博物館、美術館、資料館、郷土館等（以下「地方公共団体

が設置する施設」）は、その団体名を標目とする。 
    【例】斎宮歴史博物館 
   その団体名が設置地方公共団体名で始まり、個人名・地名等を含まない場合、設置地方公共

団体名を含む冠称を冠した団体名を標目とする。 
    【例】都立中央図書館 ⇒ 東京都立中央図書館 
    【例】群馬県立自然史博物館 
    【例】奥州市牛の博物館 
    【例】東京都目黒区美術館 
   同名の市および町・村の地方公共団体が設置する施設は、市名および町・村名を含む冠称を

冠した団体名を標目とし、都道府県名を名称の一部として付記する。 
    【例】府中市郷土の森博物館（東京都） 
    【例】浦幌町立博物館（北海道） 
   名称および読みが同一の町・村が同じ都道府県内に存在する場合は、町・村名を含む冠称を

冠した団体名を標目とし、都道府県名と郡名を名称の一部として付記する。 
 
   その団体名が設置地方公共団体名で始まり、個人名・地名等を含む場合は、設置地方公共団

体名を含む冠称を名称の一部として付記する。 
    【例】日光自然博物館（栃木県立） 
    【例】武者小路実篤記念館（調布市） 
    【例】江東区芭蕉記念館 ⇒ 芭蕉記念館（東京都江東区） 
   同名の市および町・村の地方公共団体が設置する施設は、都道府県名を冠した市名および

町・村名を名称の一部として付記する。 
    【例】新居関所史料館（静岡県新居町立） 
   名称および読みが同一の町・村が同じ都道府県内に存在する場合には、付記する地方公共団

体名に都道府県名と郡名を冠する。 
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 ③ 公民館等は、その団体名を標目とする。地方公共団体名を名称の一部として付記することは

しない。 
    【例】伊賀良公民館 
    【例】江刺市立岩谷堂公民館 
    【例】紫波町志和公民館 
    【例】青笹地区センター 
 
４－１５ 民間の学校・図書館・博物館・美術館等 

 ① 民間の教育機関は、その団体名を標目とする。 
    【例】白百合学園小学校 
    【例】明徳学園相洋中・高等学校 ⇒ 相洋中学校 
                    ⇒ 相洋高等学校 
                     〔学校名が連結して表記されている場合〕 
   法人名（設置者）は省略する。 
    【例】本願寺学園徳風幼稚園 ⇒ 徳風幼稚園 
    【例】仙台育英学園秀光中等教育学校 ⇒ 秀光中等教育学校 
   ただし、法人名（設置者）が教育機関名の一部でもある場合は、法人名（設置者）を含めた

教育機関名を標目とする。 
    【例】江戸川学園取手高等学校 
   民間の教育機関の生徒、学生、学年、クラス等は、授業の一環とみなした場合、教育機関名

を標目とする。 
 
 ② 民間の図書館、博物館、美術館、資料館、郷土館等は、その団体名を標目とする。原則とし

て法人名（設置者）は省略する。 
    【例】東京子ども図書館 
    【例】石橋財団ブリヂストン美術館 ⇒ ブリヂストン美術館 
    【例】遠山音楽財団付属図書館 
 
４－１６ 外国の団体 

 ① 外国の団体は、わが国慣用の日本語形の団体名を標目とする。 
    【例】The△American△Library△Association ⇒ アメリカ図書館協会 
    【例】米国医学学士院 
   わが国慣用の日本語形の団体名が判明しない場合は、目録対象資料に表示されている日本語

形の団体名を標目とする。 
    【例】マーサスチュワートリビングオムニメディア株式会社 
   日本語形の団体名が目録対象資料に表示されていない場合は、目録対象資料に表示されてい

る日本語形以外の団体名を採用する。 
    【例】The△Wine△and△Spirit△Education△Trust 
       ⇒ Wine△and△Spirit△Education△Trust. 
 
４－１７ 外国の政府機関等 

 ① 国名・連邦加盟共和国名（以下「国名」）は、その団体名を標目とする。国名は NCR87R3
の「付録 3 国名標目表」から選択して記録する。 

    【例】アメリカ合衆国 
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    【例】オーストラリア連邦 ⇒ オーストラリア 
   NCR87R3の「付録 3 国名標目表」に掲載されている以前の国名は、従来からの慣行によ

る国名を標目とする。必要に応じて NCR87R3以前の版の「国名標目表」を参照する。 
 
 ② 外国の国の機関等は、国名を冠した機関名を標目とする。 
    【例】米国商務省 ⇒ アメリカ合衆国商務省 
    【例】韓国憲法裁判所 ⇒ 大韓民国憲法裁判所 
 
 ③ 外国の国の機関等の内部部局は、国名を冠した機関名を標目とする。 
    【例】米国商務省標準局 ⇒ アメリカ合衆国商務省 
 
 ④ 外国の国の機関等の付属機関は、国名を冠した付属機関名を標目とする。 
    【例】インド中央ヒンディー語会 〔インド文化教育省の付属機関〕 
    【例】米国 FDA ⇒ アメリカ合衆国食品医薬品局 
 
 ⑤ 外国の国の議会は、国名を冠した議会名を標目とする。 
    【例】アメリカ上院 ⇒ アメリカ合衆国議会上院 
   議会の下位の組織は、国名を冠した議会名を標目とする。 
 
 ⑥ 外国の国の在外公館は、「大使館」等に国名を冠し、駐在国名、または駐在地名を名称の一

部として付記する。 
   駐在国名、駐在地名には「在」を冠する。駐在国名は、NCR87R3の「付録 3 国名標目表」
から選択して記録する。駐在地名は、わが国慣用の日本語形を記録する。 

    【例】メキシコ大使館（在日本） 
 
 ⑦ 外国の州・都市等は、その団体名を標目とする。 
    【例】カリフォルニア州 
    【例】バンクーバー市 
   外国の州・都市等の下位の組織は、州・都市名等を標目とする。 
    【例】オンタリオ教育省 ⇒ オンタリオ州 
    【例】上海市衛生局 ⇒ 上海市 
   外国の州、都市等の議会は、州名、都市名等を冠した議会名を標目とする。 
    【例】ニューヨーク市議会 
 
４－１８ 国際団体 

 ① 国際的に組織された連盟、学会、協会等は、わが国慣用の日本語形の団体名を標目とする。 
    【例】OECD ⇒ 経済協力開発機構 
   わが国慣用の日本語形の名称が判明しない場合は、目録対象資料に表示されている日本語形

の名称を標目とする。 
   日本語形の団体名が目録対象資料に表示されていない場合は、目録対象資料に表示されてい

る日本語形以外の団体名を採用する。 
    【例】IEEE△Computer△Society. 
 
 ② 国際団体のうち、政府間協定（条約）により設立された政府間国際組織の下位の組織は、局・
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部・委員会名を標目とする。 
    【例】国際連合経済社会局 
    【例】国際連合ラテンアメリカカリブ経済委員会 
   政府間国際組織が協定参加国に設置する支部は、その支部名を標目とする。 
    【例】ユニセフ駐日事務所 
 
 ③ 非政府間国際組織の下位の組織および支部は、非政府間国際組織名を標目とする。 
    【例】国際システムダイナミックス学会日本支部 
       ⇒ 国際システムダイナミックス学会 
 
４－１９ 株式会社等の会社組織 

 ① 会社組織は、その団体名を標目とする。 
    【例】和光出版 ⇒ 和光出版有限会社 
   会社名の冒頭に表示される株式会社等の冠称は省略する。 
    【例】株式会社東芝 ⇒ 東芝 
 
 ② 会社の下位の組織および付属施設等は、会社名を標目とする。（一般の利用者を対象とした

図書館・博物館・美術館等は、4-15「民間の学校・図書館・博物館・美術館等」②参照） 
    【例】丸善出版株式会社編集部 ⇒ 丸善出版株式会社 
    【例】朝日新聞社大阪本社 ⇒ 朝日新聞社 
    【例】中部電力株式会社飯田支社 ⇒ 中部電力株式会社 
    【例】松下電器産業株式会社半導体研究センター ⇒ 松下電器産業株式会社 
    【例】サントリー次世代研究所 ⇒ サントリー株式会社 
 
 ③ 会社のグループ名、関連会社の集合名は、その団体名を標目とする。 
    【例】トヨタグループ 
 
 ④ 株式会社等が経営するプロスポーツチームは、チーム名を標目とする。 
    【例】オリックス野球クラブ株式会社 ⇒ オリックスバファローズ 
 
４－２０ 宗教団体 

 ① 宗教団体は、その団体名を標目とする。 
    【例】霊友会 
    【例】天理教教会本部 ⇒ 天理教 
   宗派の名称は、宗派が教団として団体の性格を持つ場合、宗派名を標目とする。 
    【例】真宗大谷派宗務所 ⇒ 真宗大谷派 
 
 ② 神社は、その団体名を標目とする。目録対象資料等から判明した場合、同名異団体の有無に

関わらず、所在地を付記事項に採用する。 
    【例】八幡神社 
       付記事項：静岡県清水町 
   社務所は、神社名を標目とする。 
    【例】八坂神社社務所 ⇒ 八坂神社 
                 付記事項：京都市 
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 ③ 仏教の寺院は、その団体名を標目とする。目録対象資料等から判明した場合、同名異団体の

有無に関わらず、所在地を付記事項に採用する。宗派名、山号、親寺名は省略する。 
    【例】妙円山形照寺宝光院 ⇒ 宝光院 
                   付記事項：山形市 
   ただし、親寺名を省略すると固有の寺院名とならない場合は、親寺名を省略しない。 
    【例】浄土真宗本願寺派本願寺津村別院 ⇒ 本願寺津村別院 
                         付記事項：大阪市 
   宗務所は、寺院名を標目とする。 
 
 ④ キリスト教の教会は、その団体名を標目とする。 
    【例】カトリック松原教会 
   新教のキリスト教教会で、合同の教団である日本基督教団に所属する教会は、「日本基督教

団」を冠した教会名を標目とする。 
    【例】山口教会 ⇒ 日本基督教団山口教会 
 
４－２１ 政党 

 ① 政党は、その団体名を標目とする。 
    【例】自民党 ⇒ 自由民主党 
    【例】共産党 ⇒ 日本共産党 
 
 ② 政党の下位の組織は、政党名を標目とする。 
    【例】自由民主党政策審議会 ⇒ 自由民主党 
    【例】日本共産党中央委員会 ⇒ 日本共産党 
    【例】自由民主党北海道支部連合会 ⇒ 自由民主党 
    【例】日本社会党大分県本部「40年史」編集委員会 ⇒ 日本社会党 
 
 ③ 政党の関連組織は、組織上別団体とみなした場合、関連組織名を標目とする。 
    【例】日本共産党福岡県会議員団 
    【例】自由民主党国防議員連盟 
 
４－２２ 労働組合 

 ① 労働組合は、その団体名を標目とする。 
    【例】連合 ⇒ 日本労働組合総連合会 
    【例】自治労 ⇒ 全日本自治団体労働組合 
 
 ② 労働組合の下位の組織は、労働組合名を標目とする。 
    【例】全港湾関西地方建設支部 ⇒ 全日本港湾労働組合 
   ただし、労働組合の地方本部は、その上部の組織が単位労働組合（単組）の連合体の性格が

強い全国的な労働組合の場合、地方本部名を標目とする。 
    【例】自治労千葉県本部 
 
 ③ 労働組合の関連組織は、組織上別団体とみなした場合、関連組織名を標目とする。 
    【例】総評本部 OB会 
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 ④ 単位労働組合（単組）は、単組名を標目とし、上部団体名は省略する。 
    【例】合化労連日本硝子繊維労働組合 ⇒ 日本硝子繊維労働組合 
   ただし、上部団体名を省略すると固有の単組名とならない場合は、上部団体名は省略しない。 
 
４－２３ 会議名（2-2「著者標目としない団体名」③参照） 
 ① 会議等は、原則として標目としない。  
    【例】日本語教育連絡会議 ⇒ （採用せず） 
   ただし、常設の団体である場合は、その団体名を標目とする。 
    【例】日本学術会議 
 
 ② 常設の団体が主催して開催する会議等、団体の内部で開催される会議等は、主催団体名を標

目とする。 
    【例】日本労働教育研究所労働組合指導者行動会議 ⇒ 日本労働教育研究所 
   ただし、逐次刊行物においては、常設の団体が主催団体として存在しない場合、その会議名

を標目とすることができる。 
 
４－２４ 新聞・雑誌・叢書の編集部等 

 ① 新聞の編集部等は、新聞社名を標目とする。 
    【例】毎日新聞社会部 ⇒ 毎日新聞社 
 
 ② 雑誌の編集部等は、雑誌を刊行する出版者名を標目とする。 
    【例】本の雑誌編集部 ⇒ 本の雑誌社 
 
 ③ 文庫、新書等の叢書の編集部等は、叢書を刊行する出版者名を標目とする。 
    【例】岩波文庫編集部 ⇒ 岩波書店 
 
 ④ 編集・編さん・刊行委員会等は、出版者名またはそれらを設けた団体名を標目とする。（2-2

「著者標目としない団体名」②参照） 
    【例】山麓歌集編集委員会 ⇒ 山麓発行所 
   ただし、逐次刊行物においては、出版者またはそれらを設けた団体が存在しない場合、編集・

編さん・刊行委員会名等を標目とすることができる。 
 
４－２５ 調査団・視察団等 

 ① 調査団、視察団等は、常設の団体として組織される場合、その団体名を標目とする。 
    【例】ニッポン離島探検隊 
   回次・年次を伴う場合は、回次・年次を省略する。 
    【例】高燥遺跡第 2次発掘調査団 ⇒ 高燥遺跡発掘調査団 
 
 ② 調査団、視察団等が団体の下位の組織として組織される場合は、調査団、視察団等を組織す

る団体名を標目とする。 
    【例】東京税理士会オーストラリア税制等研修視察団 ⇒ 東京税理士会 
 
４－２６ 団体内および団体に関連した有志グループ 

 ① 官庁組織内の有志グループは、その団体名を標目とする。 
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    【例】通商産業省経済協力政策研究会 
    【例】市町村自治研究会 〔自治省行政局振興課内〕 
    【例】法務省民事局第四課職員 
 
 ② 大学、大学院、学部、学科名等を冠した有志グループは、有志グループ名を標目とする。 
    【例】神戸大学医学部ドイツ語研究会 
    【例】早稲田大学大学院中古文学研究会 
 
 ③ 学校に関連した有志グループは、学校名を冠した有志グループ名を標目とする。 
    【例】川上中学校理科クラブ 
    【例】成瀬台中学校 PTA 
   公立学校関連の有志グループについては、学校を設置した地方公共団体名を省略する。ただ

し、序数詞、方位詞で始まる学校名は、設置地方公共団体名を冠した有志グループ名を標目と

する。 
    【例】福井県立大野高等学校同窓会 ⇒ 大野高等学校同窓会 
    【例】沖縄県立第一中学校五十一期同期会 
 
 ④ 団体を支援するために組織された「友の会」等は、その団体名を標目とする。 
    【例】国立歴史民俗博物館友の会 
 
 ⑤ 会社内の研究会、調査会等は、有志グループとして活動している場合は、その団体名を標目

とする。 
    【例】ダイエー流通研究会 
   そのグループが会社の業務として活動している場合は、会社名を標目とする。 
 

（書誌調整課データ標準係） 
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国際目録原則覚書（2006年 4月草案）について

国際目録規則に関する IFLA専門家会議（以下「IMEICC」）は、パリ原則に代わる新たな原

則として「国際目録原則覚書」草案の検討を進めています。

2003年の最終草案の公表の後、 2005年 9月に改訂案を公表、次いで 2005年 12月に第 3回

IME ICC （開催地：カイロ）で合意された変更を反映した 2006年4月草案を公表し、 2006年8

月の第4回 IMEICC （開催地：ソウル）でこの草案をめぐった検討が行われました。検討の概要

は、「アジア初の目録専門家会議」（『全国書誌通信』 No.125(2006.11.30））で紹介しています。

2005年9月草案から 2006年4月草案＜http://www.ddb.de/standardisierung/pdf/statement_ 

draft_apr2006.pdf> (2007-2・20現在）への変更点は以下の 3点です。

条項 12005年 9月草案Jから「2006年 4月草案j への変更の内容

5.1.3. referenceをreferencesourcesに変更

referenceをcross-referenceに変更

5.5.1.1. to the commonly used title as found in manifestations or references sources 

をitに変更

7.1.2.1. general material designationを挿入

2006年 4月草案の変更の趣旨は、「“reference”の指し示す意味の明確化（5.1.3.）」、「統一タ

イトルにおける目録言語のタイトルの優先の明確化（5.5.1.1.)」および「不可欠なアクセスポイ

ントに『一般資料表示』を追加（7.1.2.1.)」です。

該当条項の変更後の日本語訳は下記のとおりです。英文の変更点に対応する部分を下線で示し

ていますが、条項 5.1.3.の“reference”は、 2005年9月草案の日本語訳で既に訳し分けている

ため訳の変更はありません。 2006年4月草案の日本語訳全文は当館ホームページ＜http://www.

ndLgo.jp/jp/library/data/kokusaimokuroku2006.html ＞に掲載していますのでご参照ください。

条項 12006年4月草案j の日本語訳

5.1.3. －（略）… 体現形または参考情報源に見出される形に基づくことができる。

可能な限り、典拠形標目または参照形により、もとの言語および文字からアク

セスを提供するものとする。 －（略）…

5.5.1.1. その目録の言語と文字において一般に用いられているタイトルがあるときに

は、そのタイトルを優先するものとする。

7.1.2.1. －（略）

著作／表現形の統一タイトル

一般資料表示

件名標目、主題語

－（略Y…

（書誌調整課）

唱
E
A
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IME ICC のための用語集（2005 年版）翻訳 

 

翻訳にあたって  

国際目録規則に関する IFLA専門家会議（以下「IME ICC」）で検討中の「国際目録原則覚書」
に関しては、通常の辞書的定義と異なる意味で用いられている語について説明を加えるため、 
用語集が作成されています。当館書誌部では、この用語集の日本語訳を作成しました。以下に全

文を掲載いたします。 

なお同訳は、当館ホームページ＜http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/ime_icc_yougosyu2005. 
html＞に掲載されています。用語集の原文“Glossary for IME ICC, 2 April 2004 (updated 
following recommendations of the IME ICC2, Buenos Aires meeting August 2004), revised 20 
Sept. 2005 for IME ICC3”は、各回の IME ICC公式ホームページ（＜http://www.nl.go.kr/icc/ 
paper/Glossary proposed Sept 2005.pdf＞（2007-2-20現在）など）で、ご覧いただくことがで
きます。 
この号の 31 ページには、「国際目録原則覚書（2006 年 4 月草案）について」を掲載していま

すので、併せてご参照ください。 
 

（書誌調整課） 
 
 

IME ICC のための用語集（2005 年版）全文 

 
国際目録規則に関する IFLA専門家会議（IME ICC）のための用語集。2004年 4月 2日作成（ブ
エノスアイレスで 2004年 8月に開催された第 2回 IME ICCでの勧告を反映）。2005年 9月 20
日に、第 3回 IME ICCのために改訂。 
 

用 語 集 
 
この用語集は、国際目録原則覚書において特有の用法（単に通常の辞書的定義ではなく）で用い

られる語を収録している。 
 
アクセスポイント (Access point) ― そのもとで、書誌レコード、典拠レコードまたは参照を発見

することのできる名称、用語、コード等。[出典：FRANAR] 
 
責任主体 (Agent) ― ある資源のライフサイクルにおいて、何らかの役割を果たす個人（著者、出

版者、彫刻家、編者、監督等）、集団（組織、会社、図書館、交響楽団、国家、連邦等）ま

たは自動的手段（気象記録装置、翻訳ソフトウェア等）。[出典：DCMI責任主体作業部会、
作業用定義] 

著者(Author)、作成者(Creator)をも見よ。 
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属性 (Attribute) ― 実体の特性。属性には、実体に固有の属性と、外的に付与される属性がある。
[出典：FRBR] 

 
著者 (Author) ― テキストから成る著作の知的・芸術的内容に責任を有する作成者。[出典：IME 

ICC] 
責任主体(Agent)、作成者(Creator)をも見よ。 
 
典拠レコード (Authority record) ― 責任ある目録作成機関によって確立され、編成要素が実体

（責任主体、著作／表現形、または主題）の典拠形標目である典拠ファイル中のレコード。

[出典：IME ICC] 
アクセスポイント(Access point)、典拠形標目(Authorized heading)、名称の統制形(Controlled 
form of name)をも見よ。 
 
典拠形標目 (Authorized heading) ― 実体に対する、統一形として統制されたアクセスポイント。

[出典：IME ICC] 
アクセスポイント(Access point)、典拠レコード(Authority record)、名称の統制形(Controlled 
form of name)をも見よ。 
 
書誌記述 (Bibliographic description) ― ある書誌的資源を記録および識別する、一群の書誌デー

タ。[出典：ISBD(CR)] 
 
書誌レコード (Bibliographic record) ― 体現形の記述および体現形へのアクセス提供を行う、お

よび、関連する他の著作および表現形を識別する、一群のデータ要素。[出典：IME ICC] 
 
書誌的資源 (Bibliographic resource) ― 体現形または個別資料。 
 
書誌的単位 (Bibliographical unit)  

体現形(Manifestation)を見よ。 
 
合集 (Collection 1) ― 組み合わされた、または一緒に発行された、2以上の著作の一群。[出典：

IME ICC] 
 
コレクション (Collection 2) ― ある機関によって保有される、または作成された一群の書誌的資

源。[出典：IME ICC] 
 
概念 (Concept) ― 抽象的観念や思想。[出典：FRANAR、FRBR] 
 
名称の統制形 (Controlled form of name) ― 書誌レコードおよび典拠レコードへのアクセスを提

供するために、一群の規則に従って形成され、典拠レコードに記録された、実体に与えられ

た名称の典拠形および名称の異なる形（統制形標目、典拠形標目、または異なる形の標目と

も呼ばれることがある）。[出典：IME ICC] 
アクセスポイント(Access point)、典拠形標目(Authorized heading)、典拠レコード(Authority 
record)、名称(Name)をも見よ。 
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慣用名 (Conventional name) ― 実際の名称や公的な名称とは異なるが、それによって団体・場
所・物事が知られてきた名称。[出典：AACR2 Revision2002 用語集より修正]（訳注：取
消線は原文のまま） 

 
団体 (Corporate Body) ― 特定の名称によって識別され、かつ一体として活動するか、または活

動することのありうる組織、あるいは個人および／または組織の集合体。[出典：FRANAR、
FRBRより修正] 

 
作成者 (Creator) ― 著作の知的・芸術的内容に責任を持つ実体。 
著者(Author)、責任主体(Agent)をも見よ。 
 
記述目録作業 (Descriptive cataloguing) ― 目録作業において、記述データおよび主題以外のア

クセスポイントの両者を与える部分。[出典：IME ICC] 
主題目録作業(Subject cataloguing)をも見よ。 
 
出来事 (Event) ― 行為や事件。[出典：FRANAR、FRBR] 
 
表現形 (Expression) ― 著作の知的・芸術的実現。[出典：FRANAR、FRBR] 
 
家族 (Family) ― 出生、婚姻、養子縁組または同様の法的地位によって関連づけられた2以上の

個人。[出典：IME ICCで修正されたFRANAR] 
 
標目 (Heading)  

アクセスポイント(Access point)を見よ。 
 
個別資料 (Item) ― 体現形の単一の例示。[出典：FRANAR、FRBR] 
 
キータイトル (Key-title) ― ISSNネットワークによって継続資源に与えられた固有の名称で、そ

のISSN番号と不可分に関連づけられたもの。キータイトルは本タイトルと同一の場合もあ
るが、固有性を確保するために、識別要素および／または限定要素、たとえば発行者の名称、

出版地、版表示等を付加して構成されることもある（ISSNマニュアルを見よ）。[出典：
ISBD(CR)] 

 
体現形 (Manifestation) ― 著作の表現形の物理的な具体化。[出典：FRANAR、FRBR] 
 
名称 (Name) ― それによって実体が知られている文字、または、語および／または文字の集まり。

個人、家族、団体、物、概念、出来事、場所を指示する語／文字列のほかに、著作、表現形、

体現形、または個別資料に付与されたタイトルも含まれる。[出典：FRANARで修正された
FRBR] 

名称の統制形 (Controlled form of name)をも見よ。 
 
物 (Object) ― 物体。[出典：FRBR] 
 
個人 (Person) ― ひとりの人、または、ひとりの人または集団により設定または採用された、一
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つの人格。[出典：FRANARで修正されたFRBR] 
 
場所 (Place) ― 所在地。[出典：FRBR] 
 
物理的形態 (Physical format)（原体現形および代替体現形の属性）― 著作の表現形がその上／

中に記録された容器または媒体（たとえば図書、CD、MP3、ビデオカセット、DVD、マイ
クロフィルム、電子ファイル、地図、地球儀、楽譜等）。[出典：IME ICC] 

 
主題目録作業 (Subject cataloguing) ― 目録作業において、件名標目／主題語および／または分

類を与える部分。[出典：IME ICC] 
記述目録作業(Descriptive cataloguing)をも見よ。 
 
統一タイトル (Uniform title) ― 1. ある著作または表現形を識別するために用いられる特定のタ

イトルであり、目録作業上の目的のため、また、複数の表現形、あるいは著作または表現形

の複数の体現形の表示を集中するためのものである。例として、集中のために用いられる集

合タイトルおよび慣用タイトル、表示を編成するために用いられる形式標目、並びに同名の

著作間を区別するために用いられる固有タイトルがある。[出典：AACR2より修正] 2. 著者
の有無に関わらず、一つの著作の相異なる体現形が持つ種々のタイトルを、探索／アクセス

の目的で、関連づけ／まとめるために用いられる典拠形。[出典：GARR] 
 
著作 (Work) ― 個別の知的・芸術的創造（すなわち知的・芸術的内容）。[出典：IME ICCで修

正されたFRANAR、FRBR] 
 
参考資料

AACR2 – Anglo-American cataloguing rules. – 2nd edition, 2002 revision. – Ottawa: 
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DCMI Agents Working Group – Dublin Core Metadata Initiative, Agents Working Group. 
[Web page, 2003]: http://dublincore.org/groups/agents/ (working definitions – report is 
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FRBR –Functional requirements for bibliographic records: Final report. – Munich: Saur, 
1998. (IFLA UBCIM publications new series; v. 19) （邦訳：和中幹雄ほか訳『書誌レコ
ードの機能要件―IFLA書誌レコード機能要件研究グループ最終報告（IFLA目録部会常任委
員会承認）』日本図書館協会, 2004年.） 

GARR – Guidelines for authority records and references. 2nd ed., rev. – Munich: Saur, 2001. 
(IFLA UBCIM publications new series; v. 23) 

IME ICC –国際目録規則に関するIFLA専門家会議（第1回：フランクフルト：2003年）、参加者
からの勧告 

ISBD (CR) – ISBD (CR): International standard bibliographic description for serials and 
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次も参照 MulDiCat: http://subito.biblio.etc.tu-bs.de/muldicat/ 
 

［翻訳：国立国会図書館書誌部］ 
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日本全国書誌・JAPAN/MARC 統計 

（単位：件）  

日本全国書誌収録件数  2006 年 1～50 号（通号 2560～2609 号）                      

収録総件数 160,667

１号平均 3,213

１～５０号 部編別内訳 

図書の部 127,079 逐次刊行物の部 3,051

官公庁出版物 13,446 視覚障害者用資料の部 373

民間出版物 80,192 電子出版物の部 3,310

児童図書 6,559 地図の部 5,235

国内刊行欧文図書 5,015 音楽録音・映像資料の部 21,588

その他の図書 20,696 国内刊行アジア言語資料の部 31

非図書資料 1,171

 

J/M(M)収録件数   2006 年 1～50 号 

収録総件数 201,179

１号平均 4,024

ＪＰ番号 20937038～21142844

 

J/M(S)収録件数   2006 年 12 月末現在 

累積総件数 131,303

 

J/M(A)収録件数   2006 年 12 月末現在 

累積総件数 793,260
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